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○
経
済
産
業
省
令
第
四
十
四
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
百
六
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
電
気
関
係
報
告
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

電
気
関
係
報
告
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
関
係
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
四
号
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
五
号
の
二
」
を
加
え
、
同
条
の
表
中
第
五
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

水
質
汚
濁
防
止
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る

当
該
変
更
に
係
る
事
項

有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
（
以
下
「
有
害
物
質
貯
蔵
指
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定
施
設
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
電
気
工
作
物
を
設

置
す
る
場
合
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
に
該
当
す

る
電
気
工
作
物
の
使
用
の
方
法
若
し
く
は
当
該
施
設
に

お
い
て
貯
蔵
さ
れ
る
同
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
有
害
物
質
（
第
十
二
号
の
二
に
お
い
て
「
有
害

物
質
」
と
い
う
。
）
に
係
る
搬
入
若
し
く
は
搬
出
の
系

統
を
変
更
す
る
場
合

第
四
条
の
表
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
内
に

設
置
さ
れ
た
発
電
所
又
は
変
電
所
、
開
閉
所
若
し
く
は



- 3 -

こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
所
の
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
、
同

法
第
二
条
第
一
項
の
特
定
施
設
に
該
当
す
る
も
の
の
使

用
の
方
法
を
変
更
す
る
場
合
（
当
該
変
更
が
電
気
工
作

物
の
使
用
開
始
時
刻
の
繰
上
げ
又
は
使
用
終
了
時
刻
の

繰
下
げ
を
伴
わ
な
い
場
合
を
除
く
。
）

第
四
条
の
表
第
七
号
の
届
出
期
限
の
欄
中
「
三
十
日
以
内
）
」
を
「
、
第
十
二
号
の
二
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
電
気

工
作
物
が
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
（
第
十
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
と
な
つ
た
日

か
ら
三
十
日
以
内
）
」
に
改
め
、
同
表
第
十
二
号
の
届
出
を
要
す
る
場
合
の
欄
中
「
汚
水
等
を
排
出
す
る
」
を
「
排
出
水
を

排
出
し
、
又
は
特
定
地
下
浸
透
水
を
浸
透
さ
せ
る
」
に
改
め
、
同
号
の
届
出
事
項
の
欄
中
「
構
造
」
の
下
に
「
、
設
備
（
当

該
特
定
施
設
が
水
質
汚
濁
防
止
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
に
該
当
し
な
い
場
合
又
は
同
法
第

五
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



- 4 -

十
二
の
二

現
に
設
置
し
て
い
る
電
気
工
作
物
が
有
害
物

有
害
物
質
使
用
特
定
施
設

質
使
用
特
定
施
設
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を

又
は
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
と
な
つ
た
場
合

除
く
。
）
又
は
有
害
物
質

貯
蔵
指
定
施
設
の
構
造
、

設
備
、
使
用
の
方
法
並
び

に
当
該
施
設
に
お
い
て
製

造
さ
れ
、
使
用
さ
れ
若
し

く
は
処
理
さ
れ
又
は
貯
蔵

さ
れ
る
有
害
物
質
に
係
る

搬
入
及
び
搬
出
の
系
統

第
四
条
の
表
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
の
届
出
を
要
す
る
場
合
の
欄
中
「
第
四
号
」
の
下
に
「
、
第
五
号
の
二
」
を
加
え

る
。
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（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
一
の
下
欄
中
「
騒
音
規
制
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
内
に
同
法
第
二
条
第
一
項
の

「
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
三

特
定
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、
騒
音
に
関
す
る
説
明
書
」
を

水
質
汚
濁
防
止
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
害
物
質

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
内
に
同
法
第
二
条
第
一
項
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、
騒
音
に
関
す
る

貯
蔵
指
定
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
に
関
す
る
説
明
書

説
明
書

に
改
め
、
「
振
動
規
制
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
」
を
加
え
、
「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

」

対
策
特
別
措
置
法
」
の
下
に
「
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
四
の
一
の
上
欄
中
「
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
」
を
削
り
、
同
表
の
四
の
上
欄
中
「
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
五
号
）
」
を
削
り
、
同
表
の
五
の
上
欄
中
「
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
」
を
削
り
、
同
表
の
五
の

下
欄
中
「
構
造
」
の
下
に
「
、
設
備
（
当
該
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
が
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
有
害
物
質
使
用
特
定
施
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設
に
該
当
し
な
い
場
合
又
は
同
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
水
質
汚
濁
防
止
法

第
四
条
の
五
第
一
項
」
を
「
同
法
第
四
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
の
八
の
上
欄
中
「
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十

号
）
」
を
削
り
、
同
表
の
八
を
同
表
の
九
と
し
、
同
表
の
七
の
上
欄
中
「
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
」
を
削
り

、
同
表
の
七
を
同
表
の
八
と
し
、
同
表
の
六
の
上
欄
中
「
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
」
を
削
り
、
同
表
の
六
を

同
表
の
七
と
し
、
同
表
の
五
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六

水
質
汚
濁
防
止
法
第
五
条
第
三
項
に

水
質
汚
濁
防
止
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施

規
定
す
る
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
に

設
に
該
当
す
る
電
気
工
作
物
の
設
置
又
は
改
造
で
あ
っ
て
、
構
造
、
設
備

該
当
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
事

、
使
用
の
方
法
又
は
当
該
施
設
に
お
い
て
貯
蔵
さ
れ
る
同
法
第
二
条
第
二

業
場
の
電
気
工
作
物
に
係
る
工
事

項
第
一
号
に
規
定
す
る
有
害
物
質
（
以
下
「
有
害
物
質
」
と
い
う
。
）
に

係
る
搬
入
若
し
く
は
搬
出
の
系
統
の
変
更
を
伴
う
も
の

別
表
第
五
の
一
の
（
八
）
を
同
表
の
一
の
（
九
）
と
し
、
同
表
の
一
の
（
七
）
を
同
表
の
一
の
（
八
）
と
し
、
同
表
の
一

の
（
六
）
を
同
表
の
一
の
（
七
）
と
し
、
同
表
の
一
の
（
五
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
六
）

水
質
汚
濁

１

有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
の
種
類
、

有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
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防
止
法
第
五
条
第

容
量
及
び
個
数
並
び
に
そ
の
施
設
に
お

に
関
す
る
説
明
書

三
項
に
規
定
す
る

い
て
貯
蔵
さ
れ
る
有
害
物
質
に
係
る
搬

有
害
物
質
貯
蔵
指

入
及
び
搬
出
の
系
統

定
施
設

（
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
第
八
項
」
を
「
第
十
九
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
四
項
中
「
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い
て
「
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
」
と
い
う
。

）
」
を
、
「
特
定
地
下
浸
透
水
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
地
下
浸
透
水
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
第
八
条

」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
三
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

発
電
所
又
は
変
電
所
、
開
閉
所
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
所
に
設
置
す
る
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
は
、
水
質
汚
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濁
防
止
法
第
十
二
条
の
四
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
発
電
所
又
は
変
電
所

、
開
閉
所
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
所
か
ら
特
定
地
下
浸
透
水
を
浸
透
さ
せ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

発
電
所
又
は
変
電
所
、
開
閉
所
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
所
に
設
置
す
る
水
質
汚
濁
防
止
法
第
五
条
第
三
項
に
規

定
す
る
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
は
、
同
法
第
十
二
条
の
四
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
発
電
所
又
は
変
電
所
、
開
閉
所
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
所
に
設
置
し
て
い
る
水

質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
（
同
法
第

五
条
第
二
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す

る
有
害
物
質
貯
蔵
指
定
施
設
（
設
置
の
工
事
を
し
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起

算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
第
十
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九
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


